
 

熱海市条例第４号 

平成１９年３月２２日 

   熱海市景観条例 

（目的） 

第１条 この条例は、熱海市（以下「市」という。）における景観の形成の基本理念その他良好

な景観の形成に関する基本的事項、景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条第１項に規

定する景観計画の策定の指針及び同法の施行に関し必要な事項を定めることにより、熱海ら

しい良好な景観の形成の促進を図り、もって国際観光温泉文化都市として潤いのある豊かな

都市環境及び居住環境の創造、観光商業その他の地域間交流の促進並びに良好な景観の後世

への継承に資することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 熱海らしい良好な景観は、豊かな自然と温泉、温暖な気候、歴史的文化的遺産等の熱

海が有する貴重な特色に十分配慮し、それぞれの地域ごとにその地域的な特性を踏まえ、ま

ちの空間は公共のものであるとの基本的な認識の下に、その整備及び保全が図られなければ

ならない。 

（市の責務） 

第３条 市は、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施しなけれ

ばならない。 

２ 市は、景観法その他の良好な景観の形成に関する法令による制度を積極的に活用し、良好

な景観の形成に関する施策の実効性を高めるように努めなければならない。 

３ 市は、良好な景観の形成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な施策を講

じなければならない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めなけれ

ばならない。 

２ 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良

好な景観の形成に努めなければならない。 



 

２ 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 

（定義） 

第６条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、景観法におい

て使用する用語の例による。 

（景観計画） 

第７条 市は、市の全域にわたる良好な景観の形成に関する基本的かつ総合的な計画として景

観法第８条第１項に規定する景観計画（以下単に「景観計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市は、景観の形成を重点的に図る必要があると認められる地区を重要景観形成地区として

定め、及び当該区域における重点的な良好な景観の形成に関し必要な事項を定めることがで

きる。 

３ 市は、前項の重要景観形成地区の拡充等、景観計画の充実に努めなければならない。 

（景観計画への適合） 

第８条 市は、建築物の新築、増築、改築若しくは移転（以下「建築等」という。）又は工作物

の新設、増築、改築若しくは移転（以下「建設等」という。）を行うに当たっては、当該建築

物又は工作物を景観計画に適合させなければならない。 

２ 建築物の建築等又は工作物の建設等を行う者は、当該建築物又は工作物を景観計画に適合

させるように努めるものとする。 

（届出及び勧告等の適用除外） 

第９条 景観法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為（次項に規定する区域内における

ものを除く。）は、次に掲げる行為とする。 

 (1) 建築物の建築等で、次に掲げるもの 

ア 観光商業集積区域（熱海市まちづくり条例（平成１７年熱海市条例第２号）第２条第

１項第９号で定める区域をいう。）において、当該建築物の高さ（建築基準法施行令（昭

和２５年政令第３３８号）第２条第２項の建築物の高さをいう。以下同じ。）が１８メー

トル未満のもの 

イ 観光商業集積区域外において、当該建築物の高さが１５メートル未満のもの 

ウ 用途地域において、当該建築物の最大幅が４０メートル未満のもの 

エ 用途地域外において、当該建築物の最大幅が２５メートル未満のもの 

オ 当該建築物の延べ面積（建築基準法施行令第２条第１項第５号の延べ面積をいう。）が



 

１，０００平方メートル未満のもの 

(2) 工作物の建設等で、次に掲げるもの 

ア 工作物の高さが５メートル未満のもの 

イ 工作物の総延長が５０メートル未満のもの 

ウ 工作物の総面積が５００平方メートル未満のもの 

(3) 第１号に規定する規模を超える建築物又は前号に規定する規模を超える工作物の外観を

変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更（以下「外観の変更等」という。）で、

当該外観の変更等に係る部分の範囲の合計が当該外観の２分の１以内であるもの 

(4) 景観法第１６条第１項第３号に掲げる行為 

(5) 景観法第１６条第７項第１号に掲げる行為を除くほか、通常の管理行為、軽易な行為そ

の他の行為で規則で定めるもの 

(6) 前各号に掲げるもののほか、第１６条第１項の熱海市景観デザイン会議の意見を聴いた

上で、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為 

２ 景観計画に定める重要景観形成地区における景観法第１６条第７項第１１号の条例で定め

る行為は、次に掲げる行為とする。 

(1) 建築物又は工作物の外観の変更等で、当該外観の変更等に係る部分の見付面積（建築基

準法施行令第４６条第４項の見付面積をいう。）が１０平方メートル未満のもの 

(2) 前項第４号から第６号までに掲げる行為 

（特定届出対象行為） 

第１０条 景観法第１７条第１項の条例で定める特定届出対象行為は、同法第１６条第１項第

１号及び第２号に掲げる行為のうち、同項の規定による届出を要する行為（同条第７項に規

定するものを除く。）とする。 

（勧告、命令等に係る手続） 

第１１条 市長は、景観法第１６条第３項の規定による勧告、同法第１７条第１項又は第５項

の規定による命令、第１３条の規定による指導、第１４条の規定による要請その他の行為を

しようとする場合において、必要があると認めるときは、第１６条第1項の熱海市景観デザ

イン会議の意見を聴くことができる。 

（勧告に従わなかった旨の公表） 

第１２条 市長は、景観法第１６条第３項の規定による勧告をした場合において、その勧告を



 

受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめその者に意見を述べる機

会を与えなければならない。 

（指導） 

第１３条 市長は、建築物の建築等又は工作物の建設等が景観計画に適合しないものである場

合において、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、これらの行為をしよう

とする者又はした者に対し、必要な措置をとるべきことを指導することができる。 

（空地等に係る要請） 

第１４条 市長は、重要景観形成地区内の空地、建築物又は工作物が、その区域に係る景観計

画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認めるときは、その所有者、占有

者又は管理者に対し、良好な景観の形成に配慮した利用又は管理を図るように要請すること

ができる。 

（表彰） 

第１５条 市長は、良好な景観の形成に著しく寄与していると認められる建築物、工作物その

他の物について、その所有者、設計者又は施工者を表彰することができる。 

２ 前項に掲げるもののほか、市長は、良好な景観の形成に著しく貢献した者を表彰すること

ができる。 

（熱海市景観デザイン会議） 

第１６条 市長は、景観形成に関する取組の推進を図るため、熱海市景観デザイン会議（以下

「デザイン会議」という。）を置く。 

２ デザイン会議は、次に掲げる事項に関し助言及び提言する。 

(1) 市の景観まちづくりに関する基本的事項及び重要事項に関すること。 

(2) まちづくり事業におけるデザインに関すること。 

(3) 景観計画に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、景観形成に関すること。 

３ 前２項に定めるもののほか、デザイン会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 

（委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年５月１日から施行する。ただし、第１６条の規定は、公布の日か

ら施行する。 

 （熱海市まちづくり条例の一部改正） 

２ 熱海市まちづくり条例（平成１７年熱海市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  別表第３中「熱海市都市景観条例（平成４年熱海市条例第１号）」を「熱海市景観条例（平

成１９年熱海市条例第 号）」に改める。 

（熱海市都市景観条例の廃止） 

３ 熱海市都市景観条例（平成４年熱海市条例第１号）は、廃止する。 

（経過措置） 

４ この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の熱海市都市景観条例（以下「旧条例」

という。）第１１条第１項の規定により指定されている重要景観形成地区、同条例第１２条第

１項の規定により策定された地区景観形成計画及び同条例第１３条第１項の規定により定め

られた地区景観形成基準については、同条例は、この条例の施行後も、この条例の施行の日

から起算して５年を超えない範囲内において規則で定める日までの間、なおその効力を有す

る。 

５ この条例の施行の際現に旧条例第２４条第１項の規定により指定されている景観形成重点

事業については、同条例は、この条例の施行後も、当該事業に係る区間その他の範囲におけ

る工事その他の行為が終了するまでの間は、なおその効力を有する。 

 


